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令和８年度日本スポーツ協会公認「バレーボールコーチ１」養成講習会 

（専門科目）開催要項 

1. 目  的： 

地域スポーツクラブ・スポーツ少年団・学校運動部活動等でのコーチングスタッフと

して、基礎的な知識・技能に基づき、安全で効果的な活動を提供する者を養成する。 

2. 主  催：公益財団法人日本スポーツ協会（JSPO）  

公益財団法人日本バレーボール協会（JVA） 

3. 主  管：公益財団法人三重県スポーツ協会 

一般社団法人三重県バレーボール協会（MVA） 

4. カリキュラム： 

（１）共通科目Ⅰ：45 時間（自宅学習） 

1. コーチングを理解しよう 

2. グッドコーチに求められる医・科学的知識 

3. 現場・環境に応じたコーチング 

 

（２）専門科目：20 時間以上（集合講習及び自宅学習） 

①基礎理論:9ｈ②実技・指導実習:11ｈ③コミュニケーション実習:1ｈ④レポート 2ｈ 

5. 実施方法（開催期日・会場）： 

（１）共通科目Ⅰ：JSPO が実施するオンライン形式の講習（共通科目Ⅰ講習会） 

（２）専門科目：集合講習会を以下の通り実施する。 

開催期日  (1) 開催期日 令和８年８月１５日㈯，１６日㈰ 

開催場所  (2) 開催場所 令和８年８月１５日㈯ 菰野町民センター 

〒510-1234 三重県三重郡菰野町福村 871-2 

令和８年８月１６日㈰ 鈴鹿高等学校ベルアリーナ 

〒513-0831 三重県鈴鹿市庄野町 1260 

日   程  (3) 日  程 詳細については、別紙(カリキュラム案)参照 

 

6. 受 講 者： 

公認スポーツ指導者育成の受講者受入方針（アドミッション・ポリシー）に定める内

容の他、以下受講条件に合致する者を本講習会の受講者として受け入れる。 

（１）受講条件： 

・令和８年４月１日現在、満１８歳以上の者。 

・地域においてスポーツ活動を実施しているクラブやグループ、スポーツ教室で実際的指導

にあたっている指導者及びこれから指導者になろうとする者。 

・受講有効期間内で講習の全日程に参加が可能である者。 

・「指導者マイページ（https://my.japan-sports.or.jp/login）」から申込が出来る者。 

・その他（資格ごと） 

※原則、他の日本スポーツ協会公認スポーツ指導者資格との同時受講は認めない 

（公認スタートコーチ（ジュニア・ユース）(教員免許状所持者)養成講習会の受講は除く）。 

（２）受講者数：３０名 ※先着順 

https://my.japan-sports.or.jp/login
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7. 受講申込： 

（１）申込方法： 

(1) 受講希望者は、(一社)三重県バレーボール協会【以下 MVA という】のホームページを

見て、MVA 用「受講調書」を担当者に郵送・メールする。  

(2) 「受講調書」確認・審査後に担当者から(公財)日本スポーツ協会【以下 JSPO という】

『指導者マイページ』の「講習会申込パスコード」をメールにて知らせる｡ 

受領後は、７月１３日までに JSPO のホームページ『指導者マイページ』

(https://my.japan-sports.or.jp/login)に、個人登録した後、申込手続きを行う。 

申込方法の詳細は、下記の URL 参照すること。 

■https://www.japan-sports.or.jp/coach/tabid208.html 
※共通科目・専門科目それぞれ講習会の申し込みを行ってください。 
 例年共通科目Ⅰ講習会の申込を完了されていない方が見られますので、ご 

注意ください。 
※講習会受講時の本人確認に必要となるため、指導者マイページへの顔写真

のアップロードを受講開始までにお済ませください。 
(3) 免除該当者は、所定の必要書類を添付し、提出すること。なお、MVA 公認コーチ、日

小連の旧一次・二次修了者、新一次修了者は、受講免除該当者には該当しない。 

(4) 救急法実習を各市町で開催される消防署普通救命講習受講をもって免除とする。写 

しを添付し、提出厳守。なお、本年度受講証以外は、受講免除該当者には該当しない。 

※消防署普通救命講習受講証はコーチ１養成講習会の当日受付提出を認める 

また、受講日までに普通救命講習を取得できてない場合は令和８年９月末日ま

でに受講し証明書を提出する事。期日までに提出できない場合は失格とする 
 

（２） 受付期間：「受講調書」令和８年７月 10日(水)、「正式申込」令和８年７月１３日（月） 

 

8. 受講に係る費用：38,040 円（税込：受講内定時に納入） 

 ＜内訳＞ ・共通科目Ⅰ：18,040 円（税込） 

  ※受講料 15,400 円＋リファレンスブック代 2,640 円（電子版） 

  ※指導者マイページから支払い 

 

･専門科目:20,000 円（税込）【初日の受付時に納入：釣り銭の必要ないように】 

 ※受講料 15,400 円＋コーチングバレーボール教本代 2,530 円(単行本) 

＋切手代 270 円＋登録料他 1,800 円 

 

免除･資格審査料等については別に定める 

受講のための交通費や通信費用及び教本・資料代等は、これらに含まれない。 

 

9. 受講有効期間：4 年間 

 

https://my.japan-sports.or.jp/login
https://www.japan-sports.or.jp/coach/tabid208.html
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10. 受講者の内定から決定までの流れ 

指導者マイページから申込を行い、申込内容に不備がない者を受講者として内定し、

共通科目・専門科目ともに日本スポーツ協会（指導者マイページ及びメール）を通じて

本人に通知する。 

受講内定後、受講料の支払いを完了したものを受講者として決定する。 

 

11. 講習･試験の免除 

既存資格及び JSPO 免除・適応コースの履修等により、講習･試験の一部又は全部を免

除することができる。免除に関する詳細は別に定める。 

 

12. 検定試験･審査 

共通科目と専門科目に区分して実施する。 

（１）共通科目Ⅰ： 

JSPO のオンライン講習における受講状況、提出課題の完了状況および記載内容を

もって審査する。 

（２）専門科目： 

集合講習会最終日に実施する技能検定を主体に筆記試験などを加えた 

総合判定とし、MVA 指導普及委員会において審査する。 

13．登録及び認定 

（１）共通科目Ⅰ及び専門科目の全ての検定試験に合格するなど、所定のカリキュラム

を修了し、公認コーチ 1 として必要な資質能力を修得した者を修了者（「新規登

録」対象者）と認め、登録案内を送付する。 

※自身に対する登録案内の送付時期については、JSPO まで確認すること。 

（２）公認スポーツ指導者登録規程に基づき、登録手続き（登録料の納入等）を完了し

た者を公認コーチ 1 として認定し、「認定証」及び「登録証」を交付する。 

※ JSPO 倫理規程第４条に違反する行為があったとして JSPO が認めた時は、登

録の権利を失い認定されない場合がある。 

※ 当該競技の公認スタートコーチを保有している場合で、その資格が「有効」

ではない場合、公認コーチ１が登録できない場合がある。 

（３）登録料は 4 年間で基本登録料 10,000 円＋資格別登録料（競技によって異なる）

とする。なお、初回登録時のみ初期登録手数料 3,300 円（税込）が別途必要とな

る。 

※ すでに公認スポーツ指導者資格を取得している場合は、登録料が異なる場合

がある。 

※ 「公認スポーツコーチングリーダー養成講習会」にて共通科目Ⅰのカリキュ

ラムを受講・修了した場合、別途登録料を支払い、「公認スポーツコーチン

グリーダー」資格を登録することで、公認コーチ１を取得するための共通科

目Ⅰが保有扱いとなる。登録料が未払いで、「公認スポーツコーチングリー

ダー」資格の登録が完了していない場合は、共通科目Ⅰは未保有扱いとなる。 
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（４）資格の有効期間は 4 年間とし、4 年毎に更新する。ただし、公認コーチ 1 以外に

公認スポーツ指導者資格（スポーツリーダーは除く）が認定されている場合、初

回の有効期間は、新規認定期日からすでに認定されている資格の有効期限までと

する。 

（５）有効期間満了に伴う「更新登録」にあたっては、有効期限の 6 カ月前までに、JSPO

又は JSPO 加盟団体等の定める更新研修を修了するなどの要件を満たさなければ

ならない。 

 

14．注意事項 

（１）受講有効期間内に所定のカリキュラムを修了しない場合は、その時点で受講者と

しての権利をすべて喪失する。 

（２）本講習会受講に際し取得した個人情報は、本講習会受講者の管理及び諸連絡以外

には使用しないものとする。 

（３）本講習会の受講有効期間内に他の公認スポーツ指導者養成講習会の受講はでき

ない。また、受講申込時点で他の JSPO 公認スポーツ指導者資格養成講習会の受講

有効期間内又は未修了の場合は、本講習会への受講申込はできない。 

（４）受講者としてふさわしくない行為（日本スポーツ協会公認スポーツ指導者処分基準等

において違反行為と規定された行為）があったと認められたときは、JSPO 指導者育成

委員会または加盟団体等において審査し、受講資格の取消しないしは停止、受講済科

目の一部ないしは全部の取消し、資格登録権利の停止等の処分を行う場合がある。な

お、処分内容については、日本スポーツ協会公認スポーツ指導者処分基準等の関連

規程に照らし合わせるとともに、受講状況等に応じて検討する。また、JSPO または加盟

団体等が受講者としてふさわしくない行為に関する事実調査を開始して以降、処分内

容が確定するまでの間、当該受講者からの「受講辞退」申請は受理しない。 

（５）本講習会風景の写真等は、JSPO 又は JSPO 加盟団体等のホームページ及びその他

関連資料へ掲載する場合がある。 

（６）天災地変や伝染病の流行、講習会場・輸送等の機関のサービスの停止、官公庁の

指示等の JSPO 又は JSPO 加盟団体等が管理できない事由により、講習会内容の一

部変更及び中止のために生じた受講者の損害については、JSPO 又は JSPO 加盟団

体等ではその責任は負わない。 

 

15. 講  師    公益財団法人 日本バレーボール協会公認講師及び地域講師等 

 

16． 持 参 物    筆記用具、体育館シューズ、運動着、バレーボール指導教本  

             ※なお、教本等は講習会初日（８月１５日）受付にてお渡させて頂きます。 
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【問い合わせ先】 
（一社）三重県バレーボール協会 指導普及委員長 伊藤雅己 
    〒510-1233 三重県三重郡菰野町菰野 4775-1 

Ｂ＆Ｇ海洋センター内 

ᏟᏠᏡᏢᏣᏤᏥ：090-2340-6158 
✉： masa-560@cty-net.ne.jp 

mailto:masa-560@cty-net.ne.jp

